
平
成
三
十
一
年
二
月

平
成
三
十
一
年
二
月
文
京
区
議
会
定
例
議
会
議
案

文

京

区



議
案
第
四
十
五
号
　
　
文
京
区
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
頁

議
案
第
四
十
六
号
　
　
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３
頁

議
案
第
四
十
七
号
　
　
文
京
区
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
包
括
的
支
援
事
業
の
実
施
に
係
る
人
員
及
び

運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５
頁

議
案
第
四
十
八
号
　
　
文
京
区
精
神
障
害
者
福
祉
手
当
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
７
頁

議
案
第
四
十
九
号
　
　
文
京
区
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
型
区
民
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
９
頁

議
案
第
五
　
十
号
　
　
文
京
区
「
特
別
区
道
」
道
路
占
用
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頁

議
案
第
五
十
一
号
　
　
文
京
区
立
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頁

議
案
第
五
十
二
号
　
　
文
京
区
立
本
郷
給
水
所
公
苑
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頁

議
案
第
五
十
三
号
　
　
お
茶
の
水
橋
補
修
補
強
工
事
に
係
る
費
用
負
担
に
関
す
る
協
定
の
一
部
変
更
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
頁

目
　
　
　
　
　
次

１１１９２３２５





１

議
案
第
四
十
五
号

文
京
区
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
八
日

提
　
出
　
者
　
　
文
京
区
長
　
　
成
　
　
澤
　
　
廣
　
　
修

文
京
区
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

文
京
区
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
五
十
年
三
月
文
京
区
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
　
区
長
の
事
務
部
局
の
職
員
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
、
四
五
八
人

二
　
議
会
の
事
務
部
局
の
職
員
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
○
人

三
　
教
育
委
員
会
の
事
務
部
局
の
職
員
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
四
人

四
　
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
学
校
の
職
員
　
　
　
　
一
五
八
人

五
　
選
挙
管
理
委
員
会
の
事
務
部
局
の
職
員
　
　
　
　
　
　
　
　
七
人

六
　
監
査
委
員
の
事
務
部
局
の
職
員
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
人

合
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
、
八
二
三
人

付
　
則

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



２

（
説
　
　
明
）

職
員
配
置
の
見
直
し
に
伴
い
、
職
員
の
定
数
を
改
め
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。



３

議
案
第
四
十
六
号

職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
八
日

提
　
出
　
者
　
　
文
京
区
長
　
　
成
　
　
澤
　
　
廣
　
　
修

職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
年
三
月
文
京
区
条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
号
中
「
第
百
四
条
第
四
項
第
二
号
」
を
「
第
百
四
条
第
七
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

付
　
則

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
説
　
　
明
）

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。





５

議
案
第
四
十
七
号

文
京
区
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
包
括
的
支
援
事
業
の
実
施
に
係
る
人
員
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
八
日

提
　
出
　
者
　
　
文
京
区
長
　
　
成
　
　
澤
　
　
廣
　
　
修

文
京
区
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
包
括
的
支
援
事
業
の
実
施
に
係
る
人
員
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

文
京
区
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
包
括
的
支
援
事
業
の
実
施
に
係
る
人
員
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二

十
七
年
三
月
文
京
区
条
例
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
三
号
中
「
第
百
四
十
条
の
六
十
八
第
一
項
」
を
「
第
百
四
十
条
の
六
十
六
第
一
号
イ
　
」
に
、
「
主
任
介
護
支

援
専
門
員
研
修
を
修
了
し
た
者
」
を
「
主
任
介
護
支
援
専
門
員
」
に
改
め
る
。

付
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
説
　
　
明
）

介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
主
任
介
護
支
援
専
門
員
に
係
る
規
定
を

（３）



６

整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。



７

議
案
第
四
十
八
号

文
京
区
精
神
障
害
者
福
祉
手
当
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
八
日

提
　
出
　
者
　
　
文
京
区
長
　
　
成
　
　
澤
　
　
廣
　
　
修

文
京
区
精
神
障
害
者
福
祉
手
当
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

文
京
区
精
神
障
害
者
福
祉
手
当
条
例
（
平
成
二
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
五
千
円
」
を
「
一
万
円
」
に
改
め
る
。

付
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
文
京
区
精
神
障
害
者
福
祉
手
当
条
例
第
四
条
の
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
以
後
の
月
分
の
精

神
障
害
者
福
祉
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
年
三
月
以
前
の
月
分
の
精
神
障
害
者
福
祉
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

（
説
　
　
明
）



８

精
神
障
害
者
福
祉
手
当
の
額
を
改
定
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。



９

議
案
第
四
十
九
号

文
京
区
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
型
区
民
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
八
日

提
　
出
　
者
　
　
文
京
区
長
　
　
成
　
　
澤
　
　
廣
　
　
修

文
京
区
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
型
区
民
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

文
京
区
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
型
区
民
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
九
月
文
京
区
条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
本
郷
一
丁
目
第
二
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
型
区
民
住
宅
の
項
を
削
る
。

付
　
則

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
説
　
　
明
）

本
郷
一
丁
目
第
二
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
型
区
民
住
宅
を
廃
止
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。





１１

議
案
第
五
十
号

文
京
区
「
特
別
区
道
」
道
路
占
用
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
八
日

提
　
出
　
者
　
　
文
京
区
長
　
　
成
　
　
澤
　
　
廣
　
　
修

文
京
区
「
特
別
区
道
」
道
路
占
用
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

文
京
区
「
特
別
区
道
」
道
路
占
用
料
等
徴
収
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
六
月
文
京
区
条
例
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

道
路
占
用
料
金
表



１２



１３



１４



１５



１６

付
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
、
既
に
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
文
京
区
「
特
別
区
道
」
道
路
占
用
料
等
徴
収
条
例
の
規
定
に



１７

よ
り
徴
収
す
る
も
の
と
さ
れ
た
占
用
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
説
　
　
明
）

占
用
料
を
改
定
す
る
ほ
か
、
占
用
料
の
徴
収
項
目
を
追
加
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。





１９

議
案
第
五
十
一
号

文
京
区
立
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
八
日

提
　
出
　
者
　
　
文
京
区
長
　
　
成
　
　
澤
　
　
廣
　
　
修

文
京
区
立
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

文
京
区
立
公
園
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
四
月
文
京
区
条
例
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



２０

付
　
則

（
施
行
期
日
）



２１

１
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
、
既
に
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
文
京
区
立
公
園
条
例
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
る
も
の
と
さ
れ

た
占
用
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
説
　
　
明
）

占
用
料
を
改
定
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。





２３

議
案
第
五
十
二
号

文
京
区
立
本
郷
給
水
所
公
苑
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
八
日

提
　
出
　
者
　
　
文
京
区
長
　
　
成
　
　
澤
　
　
廣
　
　
修

文
京
区
立
本
郷
給
水
所
公
苑
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

文
京
区
立
本
郷
給
水
所
公
苑
条
例
（
昭
和
五
十
二
年
四
月
文
京
区
条
例
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
七
号
中
「
、
土
石
」
を
「
又
は
土
石
」
に
改
め
、
同
項
第
十
二
号
中
「
立
入
り
禁
止
区
域
」
を
「
立
入
禁
止
区

域
」
に
改
め
、
同
項
第
十
三
号
中
「
と
め
て
」
を
「
止
め
て
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
場
合
又
は
」
を
「
場
合
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
三
第
一
項
第
一
号
中
「
前
条
各
号
」
を
「
前
条
第
二
項
各
号
」
に
改
め
る
。

付
　
則



２４

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
、
既
に
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
文
京
区
立
本
郷
給
水
所
公
苑
条
例
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
る

も
の
と
さ
れ
た
占
用
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
説
　
　
明
）

占
用
料
を
改
定
す
る
ほ
か
、
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。



２５

議
案
第
五
十
三
号

お
茶
の
水
橋
補
修
補
強
工
事
に
係
る
費
用
負
担
に
関
す
る
協
定
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
八
日

提
　
出
　
者
　
　
文
京
区
長
　
　
成
　
　
澤
　
　
廣
　
　
修

お
茶
の
水
橋
補
修
補
強
工
事
に
係
る
費
用
負
担
に
関
す
る
協
定
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

平
成
三
十
年
三
月
五
日
付
け
で
締
結
し
た
お
茶
の
水
橋
補
修
補
強
工
事
に
係
る
費
用
負
担
に
関
す
る
協
定
の
一
部
を
左
記
の
と
お

り
変
更
す
る
。

記

一
　
協
定
の
目
的
　
　
お
茶
の
水
橋
補
修
補
強
工
事

二
　
協

定

金

額
　
　
金
十
九
億
千
九
十
一
万
五
千
円

（
変
更
前
の
協
定
金
額
　
金
十
三
億
三
千
七
百
七
十
五
万
円
）

三
　
協
定
の
相
手
方
　
　
東
京
都
千
代
田
区
九
段
南
一
丁
目
二
番
一
号

千
代
田
区

代
表
者
　
千
代
田
区
長
　
石
川
雅
己

（
説
　
　
明
）

工
事
の
内
容
の
変
更
に
伴
い
、
協
定
の
一
部
を
変
更
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
六



２６

条
第
一
項
第
五
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
三
月

文
京
区
条
例
第
十
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。

（
参
　
　
考
）

一
　
支
出
科
目
等
　
　
平
成
二
十
九
年
度
　
一
般
会
計
　
土
木
費
　
道
路
橋
梁
費

平
成
三
十
年
度
　
一
般
会
計
　
土
木
費
　
道
路
橋
梁
費

平
成
三
十
一
年
度
　
債
務
負
担
行
為

平
成
三
十
二
年
度
　
債
務
負
担
行
為

平
成
三
十
三
年
度
　
債
務
負
担
行
為

平
成
三
十
四
年
度
　
債
務
負
担
行
為

平
成
三
十
五
年
度
　
債
務
負
担
行
為

平
成
三
十
六
年
度
　
債
務
負
担
行
為


